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《研究ノート》

１．はじめに

1－1　問題の所在

　近年、日本の観光産業は経済を支える

成長分野として大きな注目を集めてい

る。特に、アジア諸国の経済発展に伴い

海外旅行需要が急速に拡大するなかで、

日本を訪れる中国人訪日客は年々増加し

てきた。しかし、その受け入れに際して

は、地域観光資源の効果的な活用や観光

体験の質的向上に加え、言語や文化の違

いに起因するコミュニケーション上の課

題にも直面している。このような状況に

おいて、訪日客と地域社会を橋渡しし、

異文化理解を促進しながら観光体験を円

滑に支える社員添乗員の役割は極めて重

要である。すなわち、中国人訪日客をい

かに地域観光に取り込み、持続可能な観

光へと結びつけていくかを考えるうえ

で、社員添乗員の果たす役割を明らかに

することが喫緊の課題となっている。

　実際、JNTO（2019）の統計によれば、

外国人訪日客のなかで中国大陸からの訪

日客は最も多く、959万人に達していた。

しかし、2020年以降は新型コロナウイル

ス感染拡大により、インバウンド観光消

費は一時的にほぼ消失した。その後、2023

年10月に訪日外国人旅行者数に回復の兆

しが見られ、観光需要は徐々に復活しつ

つある。こうした流れを受けて観光庁は

2023年に新たな「観光立国推進基本計画」

を策定し、2025年を目標として観光の持

続可能な再生を掲げた。今後は都市部に

集中しがちな観光需要を地域へ分散さ

せ、地域資源の活用を通じて観光立国を

実現することが大きな課題となってい

る。その際、中国人訪日客と地域社会の

間を取り持つ社員添乗員の役割は、特に

重要性を増しているといえる。

　本研究では、この課題を具体的に検討

するため、岐阜県白川村で開催される白

川郷ライトアップイベントに注目する。

白川郷は1995年に世界文化遺産に登録さ

れて以降、観光客数が大幅に増加した。

世界遺産登録の背景には、白川郷特有の

「文化的景観」と、それを長年維持してき

た「結」の存在が評価されたことがある

（内海美佳・黒田乃生、2009）。さらに、

2008年の東海北陸自動車道全通によって

観光アクセスが改善され、観光客の増加

に拍車がかかった。白川村観光振興課の

統計によれば、2019年には中国人訪日客

が135,304人に達し、外国人観光客のなか

で３番目に多かった（白川村ホームペー

ジ、2024）。しかし、2020年から2023年に

かけては新型コロナウイルス感染拡大に

よる入国制限の影響で、訪問客数は一時

的に大きく減少した。とはいえ、2023年

の水際対策緩和以降は再び増加傾向が見

られた。

　白川郷が中国人訪日客に人気を集める

要因の一つは、その地理的条件である。

中部地方の広域観光ルートに組み込みや

すく、名古屋市での観光に続き、高山市

や白川郷を経由して奥飛騨温泉郷に宿泊

するコースが定着している。また、世界

遺産としての知名度に加え、2008年には

ミシュランが荻町の合掌造り民宿に二つ

星を付与したことも国際的評価を高め

た。とりわけ冬季のライトアップは、中
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地域インバウンド観光における中国人訪日客に
対応する社員添乗員の役割に関する研究
―「白川郷ライトアップ」イベントを事例として―
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国人訪日客にとって幻想的かつ希少性の

高い観光資源として受け入れられてい

る。雪に覆われた合掌造り家屋とライト

アップが織りなす景観は童話の世界を想

起させ、「中国の桃源郷のような楽園」と

称されることもある。しかし、ライトア

ップは積雪期の夜間に年間わずか４回の

み開催されるため、寒冷な気候や夜間移

動といった制約条件が大きく、安全かつ

快適な観光を成立させるうえで社員添乗

員の果たす役割は極めて大きい。

　本研究は、日本のインバウンド観光全

体における添乗員業務を一般化すること

を目的とするものではない。小規模旅行

会社において、旅行商品の手配業務と添

乗業務を兼務する社員添乗員が、白川郷

ライトアップという高い制約性を有する

観光イベントにどのように対応している

のかを明らかにする点に主眼を置いてい

る。このような業務形態は、地域密着型

のインバウンド観光を担う小規模事業者

において一定程度みられるものであり、

本研究はそうした実務の一類型を具体的

に描写し、その特徴を検討するものとし

て位置づけられる。

1－2　先行研究

（１）�中国人訪日客の動向と白川郷におけ

る特性

　前述したように、日本における中国人

訪日客は2019年まで増加し続けていた。

しかし、2020年以降は新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により訪日客数は急減

した。2023年には水際対策が緩和され、

訪日外国人客数は回復基調に転じた。さ

らに、JNTO（2024）によれば2024年に

は国際往来が本格的に再開され、中国大

陸からの訪日客は698万人まで増加した。

近年の中国人訪日客に関する研究は、実

態把握、消費行動・観光行動、空間的移

動の三つの方向に分類できる。

　第一に、日本における中国人訪日客の

実態をおおまかに把握しようとする研究

である。例えば、藤沢宗輝（2011）は中

国人訪日客の現状を分析し、課題として

は、中国人訪日客にコミュニケーション

をめぐる問題、特に通訳や中国語による

情報提供の不足を挙げている。

　第二に、日本における中国人訪日客の

消費行動など観光行動をテーマとする研

究である。例をあげると滕鑑（2010）は

中国の海外観光需要の拡大要因につい

て、人民元高、休暇制度の改革、休日と

可処分所得の増加などについて議論し

た。

　第三に、日本における中国人訪日客の

空間的移動など訪問先を検討する研究で

ある。例えば、郭英之（2011）は、中国

人訪日客の旅行目的地に着目し、上海市

の旅行関係者へのインタビューと国際観

光客のアンケート調査を行い、海外旅行

先を日本にした理由についての分析を行

った。

　また、観光地側に着目した研究として、

金玉実（2009）は日本のインバウンド観

光における中国人団体旅行者の訪問先

を、東京・大阪を中心とするゴールデン

ルートに基づき考察した。特に、2009年

７月の中国人向け個人観光ビザ解禁以

降、韓国・台湾からの観光客の訪問先と

同様に、中国人旅行者の行動範囲が空間

的に拡大していることが示唆される。

　白川村観光振興課が公表した統計によ

ると、2019年の中国人訪日客の日帰り客

数は135,304人であった。その後、2020年

から2023年にかけては新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により、白川郷を訪れ

る中国人訪日客は一時的に減少した。し

かし、2024年には以前の盛況に戻り、中

国人訪日客数は109,106人となった（白川

村ホームページ、2024）。

　また、白川郷における中国人訪日客の

特性としては、インタビュー調査による

と観光目的での来訪が多く、再訪者も少

なくないことが示されている。多くは添

乗員付きのツアーであり、友人旅行、親

族訪問、社員旅行など、さまざまな形態

の旅行が含まれる。白川郷は６日間程度

の日本国内旅程の一部として周遊ルート

に組み込まれることが多く、名古屋市か

ら馬籠宿・妻籠宿・高山市を経由してラ

イトアップを観光した後、名古屋市内や

ジャズドリーム長島を経て中部国際空港

から帰国するルートが一般的である。ま

た、やや高級志向の添乗員付きツアーで

は、白川郷のライトアップが旅程上のメ

インイベントとなり、前後の行程が柔軟

に調整されることもある。

　このように、白川郷を訪れる中国人訪

日客は、地域イベントであるライトアッ

プを旅程の中心に据え、添乗員とともに

移動・観光を行うという特徴があり、現

場での添乗員の対応や判断が観光体験の

質に直接影響することが示唆される。

（２）白川郷の観光に関する先行研究

　白川郷に関する研究はこれまで多数存

在する。主なテーマとしては、合掌集落

の保全過程、高速道路の開通による観光

地の発展、地域社会との連携などが挙げ

られる。例えば、黒田乃生（2013）は白

川郷の合掌造り家屋と集落の再生につい

て研究している。また、麻生美希・西山

徳明（2014）は世界遺産登録を背景に、

合掌造り集落における景観保全の新たな

手法を検討しており、民家建築に焦点を

当てた研究も行われている。

　近年、日本政府はインバウンド観光の

振興に注力しており、それに伴い関連研

究も増加している。黒田乃生（2009）は

白川郷におけるインバウンド観光の現状

と課題を考察し、伊藤薫（2014）は飛騨

地域の観光産業を分析することにより、

地域活性化のためには多様な条件を克服

する必要があることを示唆している。さ

らに、市川康夫・羽田司・松井圭介（2016）

は、日本人および外国人観光客の観光特

性とイメージの分析を通じて、白川郷に

おける世界遺産観光の実態を検討した。

林涛（2021）は台湾からの観光客を事例

として、白川郷の観光体験における視点

の二次加工や経路依存性を提示し、人類

学的視点から世界遺産をめぐるホストと

ゲストの関係性を論じている。

（３）添乗員に関する先行研究

　添乗員は、団体旅行やパッケージツ

アーに同行し、旅程管理やトラブル対応

を行う専門職である。その役割は多岐に

わたる。まず、現地の歴史や文化、景観
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についての情報を提供することで、旅行

者の理解と興味を深め、文化や観光資源

の伝達者としての機能を果たしている。

加えて、旅行日程の管理や安全確保を通

じて、旅行を円滑かつ安心して進行させ

る安全・運営管理者としての役割も重要

である。さらに、食事や宿泊、団体行動

に伴うトラブルに対応し、旅行者の満足

度を維持する顧客対応者としての側面も

見逃せない（日本添乗サービス協会、

2024）。

　このように、添乗員は文化の媒介者で

あり、安全の保証人であり、顧客体験の

調整者でもあるといえる。とりわけ中国

人訪日客を対象とする場合には、言語や

文化、食習慣の違いに柔軟に対応する能

力が不可欠であり、そのためには高度な

異文化理解と対応力が求められる（張明

軍、2022）。

　また、国土交通省の報告によれば、地

方を訪れる外国人観光客の増加に伴い、

地域の魅力を外国語で伝え、異文化交流

を担える人材の不足が指摘されている。

地域密着型の通訳ガイドには、訪日外国

人旅行者の嗜好やニーズに関する情報を

地方公共団体や観光関係者に提供し、地

域観光の質向上に貢献することが求めら

れている（国土交通省、2018）。

　さらに、ガイドや添乗員に関する先行

研究も存在する。例えば大澤健（2007）

は、世界遺産地域におけるガイドの現状

や白川郷のボランティアガイドの役割を

インタビュー手法により明らかにしてお

り、仲介者としての業務追究という点で

本研究の手法と類似している。しかし、

大澤の研究対象は旅程管理を行う社員添

乗員ではない。また、吉住和子（2004）

は通訳ガイドを分析し、旅行会社内での

インバウンド専門家の少なさやプロのガ

イドが日本のインバウンド観光を支えて

いる現状を明らかにしている。こちらも

添乗員を直接対象としてはいないが、イ

ンタビューによる業務の追究という点で

本研究の手法と類似している。

（４）先行研究の整理と本研究の位置づけ

　これまでの白川郷に関する研究やガイ

ド・添乗員研究は、主として合掌造り集

落の保全や地域観光の発展、ならびにボ

ランティアガイドの役割に焦点を当てて

展開されてきた。しかし、社員添乗員が

中国人訪日客を対象に旅程管理を担い、

地域イベントにおける現場対応を通じて

観光体験の質を維持・調整する役割につ

いては、十分な検討が蓄積されていると

は言い難い。

　この点において、本研究は、白川郷ラ

イトアップという限定的かつ季節的な地

域イベントを事例とし、社員添乗員の役

割と対応を具体的かつ詳細に分析するこ

とで、先行研究とは異なる視座を提示す

る。とりわけ、降雪や夜間開催といった

高い制約条件の下で、中国人訪日客を案

内する際に生じる実務上の課題と、それ

に対する対応の実態を明らかにする点に

特徴がある。さらに、インタビュー調査

を通じて、添乗員の経験に基づく判断過

程を追究することにより、地域インバウ

ンド観光における人的資源の重要性を実

証的に示すことを試みる。

　以上のように、本研究は、既存研究で

は十分に扱われてこなかった「社員添乗

員の現場対応」に焦点を当て、地域イン

バウンド観光の運営実態を具体的に描写

するとともに、今後の受け入れ体制の整

備やサービス改善に資する知見を提供す

る点において、独自の意義を有している。

２．調査概要

2－1　調査対象と方法

　本研究は、白川郷ライトアップイベン

トにおける中国人訪日客対応の実態を明

らかにすることを目的とし、その分析対

象として、旅行商品の企画・手配業務と

添乗業務の双方に携わる社員添乗員を設

定した。白川郷ライトアップは、交通規

制、入場制限、厳密な時間管理、気象条

件など、多様な制約条件の下で実施され

る観光イベントであり、事前の手配段階

における判断と当日の現地対応とが密接

に連動している。このような特徴を踏ま

えると、手配と添乗の両方を経験してい

る社員添乗員は、企画段階での判断が現

地対応にどのような影響を及ぼすのかを

包括的に把握しており、本研究の目的に

即した知見を有していると考えられる。

　本稿において分析対象とする「社員添

乗員」とは、旅行会社に正規雇用され、

ツアーの企画・手配段階から添乗業務、

さらに現地における判断や関係機関との

調整までを一体的に担う者を指す。実務

上、添乗員は社員添乗員と派遣添乗員（非

正規雇用・外部委託）に区分されており、

派遣添乗員は添乗業務そのものを主たる

職務とする一方で、行程変更や現地対応

における裁量や意思決定権限が限定され

る場合が多い。白川郷ライトアップ観光

のように、複数の制約条件が重層的に存

在し、現場において即時的かつ組織的な

判断が求められる観光事象においては、

一定の裁量と組織的責任を付与された社

員添乗員が対応の中心を担うことが多

い。以上の理由から、本研究では、制約

条件下における判断様式および対応行動

を分析するため、社員添乗員に対象を限

定した。なお、通訳案内士資格の有無は

分析基準とせず、添乗業務を主たる職務

とし、現場調整を担う実務上の立場に基

づいて分析対象を設定している。

　調査対象は、名古屋市内に所在し、イ

ンバウンド業務を取り扱う比較的小規模

な旅行会社に所属する社員添乗員であ

る。調査協力者はいずれも国内旅程管理

主任者の資格を有し、中国人訪日客の添

乗経験、とりわけ白川郷ライトアップ観

光への同行経験を有している。これらの

旅行会社では、添乗業務に加え、旅行商

品の手配や各種調整業務にも添乗員自身

が関与している点に特徴があり、本研究

は、手配と添乗が密接に連動するこうし

た実務環境を分析対象としている。

　調査協力者の選定にあたっては、白川

郷ライトアップへの添乗経験が10回以上

であることを条件とした。ライトアップ

イベントは、通常の観光地添乗とは異な

り、交通規制や観覧場所の制限、時間的

制約、混雑対応など、特殊かつ反復的な

対応が求められる。一定回数以上の添乗

経験を有することで、これらの対応が個
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別的な経験にとどまらず、ルーティン化

された実践知として蓄積されていると考

えられる。そのため、本研究では、一定

水準以上の実務経験を有する社員添乗員

を対象とすることで、より安定的な知見

の抽出を図った。

　調査協力者の選定方法としては、筆者

の知人を通じてインバウンド業務を行う

旅行会社経営者の紹介を受け、そこから

調査協力者を募った。さらに、インタビ

ュー実施後に、協力者から同様の業務経

験を有する社員添乗員を紹介してもらう

方法を用いた。これは、特定の業務経験

を有する調査対象者へのアクセスが限ら

れているという研究対象の特性を踏ま

え、スノーボールサンプリングを採用し

たものである。

　調査は2023年７月から10月にかけて実

施し、計12名の社員添乗員に対して半構

造化インタビューによる聞き取り調査を

行った。インタビュー時間は一人あたり

約２時間であり、調査にあたってはプラ

イバシーの保護に十分配慮した。調査協

力者は中国国籍８名、日本国籍４名で、

年齢層は30代から40代が中心であった。

添乗歴は10年以内の者が多く、白川郷ラ

イトアップへの添乗回数は10回から30回

程度に及んでいる。

　分析方法としては、インタビュー調査

で得られた記録に対し、アフターコーデ

ィングを採用した。具体的には、調査記

録を通読した上で、行程管理、交通規制

への対応、観覧行動の調整、中国人訪日

客への説明・対応など、本研究の分析視

点と直接関係する発言を抽出した。その

上で、複数の調査協力者に共通して確認

された内容を中心に整理・集約した。

2－2　調査内容と焦点

　本研究の聞き取り調査では、社員添乗

員が中国人訪日客を白川郷ライトアップ

に案内する際に直面する制約条件の内容

と、それらに対してどのような対応が行

われているのかに着目した。白川郷ライ

トアップは、限定開催や厳格な交通規制、

気象条件など、多様な制約の下で実施さ

れる観光イベントであり、添乗員の現場

対応が観光体験の成否に大きく影響する

点に特徴がある。

　制約条件の抽出にあたっては、「限定開

催」「駐車場確保」「観覧後の宿泊」「気象

条件」といった運営特性に関わる要素に

加え、執筆者自身の実務経験を通じて事

前に想定されていた課題を踏まえてイン

タビュー設計を行った。その上で、イン

タビューにおいて複数の調査協力者が共

通して言及した内容を整理・比較し、最

終的に、①ライトアップが年４回のみの

限定開催であること、②駐車場利用に事

前予約が必須であること、③観覧後の宿

表１　インフォーマントの属性と制約条件への対応

回答者 性別・国籍 会社タイプ 年齢 添乗員
履歴

白川郷ライ
トアップの
添乗回数

第１制約条件
年４回のみ開
催

第２制約条件
駐車場利用は
予約必須

第３制約条件 
観覧後の宿泊
手配課題

第４制約条件　
雪による高速
道路通行止め
の可能性

第５制約条件
大雪によるイ
ベント支障の
可能性

A 男性・中国 中国系旅行
会社勤務 30代 ５年 20回以上 ○ △ ○ △ △

B 男性・中国 中国系旅行
会社勤務 30代 ６年 20回以上 ○ ○ ○ △ △

C 男性・中国 中国系旅行
会社勤務 30代 ７年 10回以上 ○ △ ○ △ △

D 男性・中国 日本系旅行
会社勤務 30代 ６年 30回以上 ○ ○ △ △ △

E 男性・中国 日本系旅行
会社勤務 30代 10年 10回以上 ○ ○ ○ △ △

F 男性・中国 日本系旅行
会社勤務 30代 ９年 15回以上 △ ○ ○ △ △

G 男性・中国 日本系旅行
会社勤務 40代 10年 10回以上 ○ ○ △ △ △

H 男性・中国 日本系旅行
会社勤務 40代 ９年 20回以上 ○ ○ ○ △ △

I 男性・日本 日本系旅行
会社勤務 30代 10年 15回以上 △ ○ ○ △ △

J 男性・日本 日本系旅行
会社勤務 40代 33年 50回以上 ○ ○ △ △ △

K 男性・日本 日本系旅行
会社勤務 40代 ８年 10回以上 ○ △ △ △ －

L 女性・日本 日本系旅行
会社勤務 30代 ８年 10回以上 ○ △ △ － －

○：対応できた　　△：あまり対応できてない　　－：対応したことがない

（出所）（聞き取り調査のデータを基に筆者作成）
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泊手配に関する制約、④降雪による高速

道路通行止めの可能性、⑤大雪によるイ

ベント実施そのものへの支障の可能性、

という５点を主要な制約条件として抽出

した。これらはいずれも、訪日客が安全

かつ円滑に観光を行う上で直接的な影響

を及ぼす要因であることから、本研究の

分析対象として位置づけた。

　表１に示した各制約条件に対する「○」

「△」の評価は、執筆者による客観的判断

ではなく、調査協力者自身がそれぞれの

制約をどのように認識しているかを整理

した結果である。「○」は、当該制約につ

いて「対応がルーティン化され、比較的

安定して対処できている」と調査協力者

が認識している場合を示し、「△」は、「対

応は可能であるものの、状況によっては

調整が必要であり、難しさを感じている」

と認識している場合を示している。

　分析過程では、まずインタビュー発言

から各制約条件に関する認識や対応に関

する記述を抽出し、逐語的な表現ではな

く意味単位として整理した。その後、同

一制約条件に対する複数の調査協力者の

認識を比較し、共通して確認された評価

傾向に基づいて分類を行った。したがっ

て、表１は個々の社員添乗員の主観的意

見を単純に列挙したものではなく、複数

の調査協力者に共有されている認識を集

約した結果として位置づけられる。

　表１では、各制約条件に対する社員添

乗員の対応の可否を整理しており、その

結果から、社員添乗員の多くが、これら

の制約条件に直面しながらも、業務上は

概ね対応可能であると認識していること

が確認された。各添乗員は自身の実務経

験を振り返り、「重大な支障なく対応でき

ている」「毎回ほぼ同様の方法で対処して

いる」と捉えており、大雪によってライ

トアップ観覧が困難となった場合に代替

観光地を提示した事例や、送迎バスや駐

車場の制約に応じて旅程を柔軟に調整し

た事例が報告されている。これらは、制

約条件そのものが解消されたことを意味

するものではなく、社員添乗員が一定の

対応の型を持ち、継続的に対処してきた

実務知として認識している点に特徴があ

る。

　以上の分析から、社員添乗員は白川郷

ライトアップ観光において、中国人訪日

客が直面する多様な制約条件を調整しな

がら観光体験を成立させる中心的な役割

を果たしていることが明らかとなった。

降雪や路面凍結といった気象条件、夜間

開催に伴う移動への対応、さらには旅程

全体における時間配分の調整など、現場

では複合的な課題への対応が求められる

が、社員添乗員は事前の旅程調整や代替

案の準備、現地での状況判断を通じて、

観光体験が著しく損なわれることを最小

限に抑えている。

　このことから、社員添乗員は単なる同

行者ではなく、制約条件の下で観光体験

を成立させる調整主体として重要な役割

を担っていると位置づけられる。さらに、

こうした対応は安全管理や時間調整に留

まらず、観光体験の質や顧客満足度にも

直結しており、中国人訪日客を地域観光

へ円滑に取り込み、地域インバウンド観

光を持続的に支える上で不可欠な存在で

あることが示された。

３． 白川郷ライトアップ観光の際に生じ

る制約条件に関する考察

3－1　白川郷の概況

　続いて、白川郷のライトアップイベン

トがどのような特徴を持ち、どのような

条件下で開催されているのかを確認した

い。

　白川郷は、岐阜県白川村と高山市荘川

町を合わせた範囲を指し、岐阜県内を流

れる庄川流域の河岸段丘および扇状地に

位置する（合田昭二・有本信昭、2005）

（図－１参照）。1935年のドイツ人建築家ブ

ルーノ・タウトの来訪は、白川郷の価値

を世間が認識する機会になった（市川康

夫・羽田司・松井圭介、2016）。1995年に

は、白川村の荻町地区と五箇山の合掌造

り景観は「白川郷・五箇山の合掌造り集

落」として世界文化遺産へ登録された（才

津祐美子、2006）。白川郷は世界遺産への

登録で日本有数の観光地となり、訪れる

観光客は大幅に増加した。

　白川村の統計によれば、2019年度、白

川村には2,151,284人もの観光客が訪れ

た。本稿の研究対象地域の白川郷は岐阜

県白川村荻町地区で、この白川村は村の

境界を岐阜県、富山県、石川県の３県に

ある九つの自治体と接する県境の村であ

る（市川康夫・羽田司・松井圭介、2016）。

　白川郷は、厳しい気候のなかで長年に

渡り、人と自然が共存しつつ住み続けて

きた歴史によって形成されてきた。伝統

的な合掌造り家屋が立ち並び、中心には

集落、その周囲に田畑、さらにその周囲

は森林という、いわゆるドーナツ状の農

村景観が広がっている点が特徴的であ

る。また、家屋の周囲に防風林として植

図－１　白川郷の位置
（出所）（白川郷観光協会のホームページより筆者が加筆）（2023）
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樹された松の木や、その周囲の田畑など

から、白川郷が伝統的に農村地域として

発展してきたことがわかる（合田昭二・

有本信昭、2005）。また、白川郷は山間部

でありながら交通の便利が良く、東海北

陸自動車道の白川インターチェンジから

行きやすく、2015年北陸新幹線の開通に

より、さらにアクセスしやすくなってい

る。

3－2　白川郷のライトアップの概況

　次に、白川郷のライトアップイベント

の概況について述べたい。白川郷観光協

会へのインタビューによれば、ライトア

ップが始まったきっかけは40年頃前に放

映されたNHKの番組「ゆく年くる年」で

あった。白川郷の明善寺の除夜の鐘にラ

イトを当てたところ、雪が降っている風

景が非常に綺麗だったことで、視聴者か

ら評判が良く、白川郷のライトアップイ

ベントの始まりとなった。

　ライトアップイベントの開始当時は十

分に設備がなく、入場の規則などもしっ

かり確立されてなかったため、例えば近

くにトイレが設置してなく、駐車場も近

くにないなど、観光のための整備が追い

付いていない状態であった。その後徐々

に改善し、現在の状況に至った。現在で

は照明として照らす機材は何十台もある

が、始まった当時はライトの数が不足し

ており、NHKの番組側からライトを貸し

出すということもあったようである。始

まった当時は年に７日間ぐらいの時期も

あり、土日２日連続ライトアップする時

期もあったが、現在では年に４日間だけ

行うようになった。

　2025年に39回目を迎えるライトアップ

イベントであるが、始まった当時は駐車

場の規制も、人数制限もなかった。2005

年頃からインバウンド旅行者が多くな

り、車の渋滞や展望台から訪日客が落ち

そうになるなどのトラブルもしばしばあ

ったという。

　白川郷観光協会は2019年からライトア

ップイベントの入場を完全予約制とし、

駐車場の予約も必須となった。2019年ま

ではシャトルバスがあり、展望台までは

このバスで行けたが、現在は身障者のみ

シャトルバスで行くことができる。ライ

トアップの点灯時間は17時半～19時半ま

での２時間だけである。その上冬の白川

郷は非常に寒く、マイナス５度～マイナ

ス10度の寒さとなるため、少し歩くのも

大変であるが、駐車場から展望台までお

およそ20分は歩かないといけない。周辺

には食事するところもなく、宿泊施設も

少ない。これらのように様々な制約条件

が多いなか、中国人訪日客がいかにス

ムーズにライトアップを楽しめるかは添

乗員の働きに掛かっていた。

3－3　白川郷ライトアップ観光の際に生

じる制約条件

　では白川郷ライトアップ時の制約条件

について、いま少し詳しく検討したい。

　第一の制約は、ライトアップが年間わ

ずか４回のみ実施される点である。開催

時期は１月および２月という厳寒期に限

られ、観光可能時間も短いため、まず予

約段階から制約を受ける。予約は前年度

の10月から可能であるが、日本国内客の

みならず欧米や東南アジアからの予約も

多く、希望通りの予約を確保することは

容易ではない。

　特に、中国人訪日客に対応する添乗員

は、既存顧客に事前連絡を行い、旅行計

画を確認するなどの調整を行うことがあ

る。白川郷ライトアップを訪れる中国人

訪日客は、２回目あるいは３回目のリ

ピーターが多く、中にはその魅力に強く

惹かれ、複数回訪れる者も存在する。

　第二の制約は、駐車場の利用にも予約

が必要である点である。展望台でライト

アップを見るには入場予約が必須である

が、併せて車両用駐車場も完全予約制と

なっている。駐車場の予約が確保できな

い場合、観光計画に大きな支障を来すこ

とがある。

　中国人訪日客に対応する添乗員のイン

タビューによれば、過去には展望台がま

だ予約制でなかった時期に、急遽ライト

アップを見たいという客がいたものの、

駐車場を予約できず、数キロ離れた道の

駅に車を停めて徒歩で移動した例があっ

た。気温がマイナス５度の極寒の中、客

は道に不慣れであったため、添乗員が同

行して誘導したものの、全員が体調不良

を訴える事態となった。このことからも、

駐車場は余裕をもって予約する必要があ

ることが示される。

　第三の制約条件は、ライトアップ観覧

後の宿泊手配に関する課題である。白川

郷ライトアップは17時30分から19時30分

まで実施されるが、温泉旅館の通常チェ

ックイン時間は15時～18時であり、ライ

トアップ終了直後の宿泊は原則不可能で

ある。

　ライトアップ終了後、客はせせらぎ公

園の駐車場（図－２参照）まで徒歩で移動

する必要がある。さらにバスや車の出発

図－２　白川郷地域内の観光資源
（出所）（白川郷観光協会のホームページより筆者が加筆）（2023）
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に伴う渋滞も発生しやすく、駐車場を出

発できるのは概ね20時30分頃となる。近

隣の高山市内のホテルに移動する場合、

移動に約50分を要し、到着は21時30分前

後となる。この時間帯では多くの飲食店

が営業を終了しているため、軽食はコン

ビニで調達するか、ホテルと交渉して簡

易的な食事を提供してもらう必要があ

る。事前予約がない場合、宿泊自体が困

難である。

　一方、名古屋市方面への宿泊も可能で

あるが、移動時間は２～３時間程度かか

り、到着は23時～23時30分となるため、

食事時間としては遅すぎる。この場合、

車内で弁当を準備するケースも見られ

る。富山市方面への移動も選択肢として

存在するが、到着時間が遅くなることか

ら、都市規模や宿泊施設の利便性を考慮

すると、名古屋市内で宿泊するケースが

多い。

　第四の制約条件は、雪による高速道路

の通行止めの可能性である。冬季の白川

郷は大雪が発生しやすく、添乗員は事前

に道路状況を確認することが必須であ

る。通常の添乗業務でも天候状況の把握

は必要であるが、白川郷のように大雪が

頻発する地域では、特に慎重な対応が求

められる。高速道路が封鎖された場合、

一般道路を利用せざるを得ず、バス会社

にとっても運行上の負担が大きく、対応

を避けられることが多い。

　冬季の白川郷訪問では、さまざまな不

測の事態が予想される。白川郷ライトア

ップは実施日時が固定され、入場予約も

必須であるため、日程の変更は原則不可

能である。極端な場合、通常利用するバ

ス会社に断られ、やむを得ず飛騨地方の

バス会社に依頼することもある。この場

合、運賃が約10万円増加することがあり、

旅行客との相談が必要となる。

　第五の制約条件は、積雪や吹雪により

ライトアップイベント自体に支障が生じ

る場合がある。例えば、図－２の展望台に

到着しても、ライトアップは点灯してい

るものの、何も見えないことがある。雪

景色自体は美しいものの、ライトアップ

を目的に訪れる客にとっては大変残念で

あり、寒冷下で雪道を歩きながらも「映

える」写真が撮れないことも少なくない。

　白川郷は世界遺産に登録され、日本有

数の観光地として訪問者数が大幅に増加

している。白川村のライトアップも国内

外から注目を集め、訪日客はさらに増加

した。2019年にはライトアップ観覧が完

全予約制となり、制約条件は一層厳格化

した。

　以上の背景を踏まえ、本研究では、白

川郷ライトアップ時に中国人訪日客に同

行した社員添乗員を対象にインタビュー

調査を実施し、社員添乗員の役割および

関連する課題について検討した。

４．白川郷ライトアップ観光における制

約条件への社員添乗員対応の考察

　次に、白川郷ライトアップ観光におけ

る諸制約条件に対して、社員添乗員がい

かに対応しているのかについて考察を行

う。具体的には、前節で整理した制約条

件を分析軸とし、インタビューによって

得られた回答をもとに、各制約条件に対

する具体的な対応策および実務上の工夫

を明らかにする。

　もっとも、本研究では執筆者自身が社

員添乗員としての業務経験を有している

ことから、分析過程において研究者の経

験的理解や価値判断が過度に介入する可

能性がある。この点を踏まえ、本節の分

析にあたっては、以下の方針に基づき、

解釈介入の制御を行った。

　第一に、分析対象とする発言は、白川

郷ライトアップへの添乗経験が10回以上

ある複数の調査協力者に共通して確認さ

れた内容に限定し、個別的・例外的な経

験に基づく発言については分析の中心か

ら除外した。第二に、発言の整理および

抽象化にあたっては、感情や価値判断で

はなく、添乗員の具体的な行動、判断、

対応といった実務内容に焦点を当て、実

務行動として説明可能な水準での分析を

行った。第三に、執筆者自身の業務経験

は、分析の直接的根拠として用いるので

はなく、調査協力者の発言内容との整合

性を確認するための補助的視点として位

置づけた。第四に、分析結果の適用範囲

を白川郷ライトアップという特定の観光

イベントに限定し、他地域や他事例への

過度な一般化を行わないことで、解釈の

射程を明確にした。

　以上のような分析姿勢に基づき、本節

では、白川郷ライトアップ観光という高

い制約条件を伴う地域イベントを事例と

して、社員添乗員がどのように判断し、

行動しながら観光体験の成立を支えてい

るのかを実証的に検討する。

　まず、入場予約については、社員添乗

員から「旅程が早い段階で確定していな

い客の場合、予約に間に合わないことが

多い」との指摘が多く得られた。2019年

以前は予約不要で展望台に入場でき、規

制も緩やかであった。しかし、白川郷観

光協会によれば、2018年までは来訪者が

過剰で事故につながりかねない危険な状

況が頻発していたという。その後、管理

体制が整備され、2019年以降は展望台の

利用が完全予約制となった。

　表１のB氏によると毎年９月から来年

のライトアップについて、準備し始める

という。ライトアップに行く中国人客は

リピーターが圧倒的に多いため、比較的

に早い時期から連絡する。早めに予約人

数がわかれば、その後の作業がスムーズ

に行えることが多い。ただしこれはなか

なか難しく、やはり１ヶ月前になると問

い合わせが多くなる。なるべく客の要望

に応えたいが、まず入場予約ができない

と無理なので、例えば展望台に行けなく

ても村のなかで見ることで納得してもら

えないかと説得するか、他の観光地のイ

ルミネーションの観光を提案するなど、

様々な工夫をするという。そもそも入場

予約という制約をクリアできないと白川

郷ライトアップを見ることは難しいのだ

が、代案を提示すれば客が納得すること

もある。

　表１のC氏によれば、2019年まではギ

リギリの旅程調整でも、航空チケットや

ホテル、バスの予約さえ急いで確保すれ

ば、白川郷ライトアップの観光は一応可
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能であった。しかし、2019年から完全予

約制が導入されると、多くの旅行会社が

十分に準備できず、現場では大きな混乱

が生じた。特に入場制限が設けられたこ

とで、急に「行きたい」と要望された場

合には対応が難しく、やむを得ず別の観

光地を提案せざるを得ない場面も多かっ

たという。

　C 氏は、どうしてもライトアップを見

たいという客に対して、展望台には行け

ず村内からの観覧に切り替えざるを得な

かった経験を語っている。しかし、白川

郷ライトアップを目当てに来日した客を

十分に満足させられなかったことは「大

きな悔しさ」として記憶に残っていると

述べた。

　同様の経験は他の添乗員からも報告さ

れており、完全予約制導入以降、社員添

乗員はより大きな負担と対応力を求めら

れるようになった。それでも、彼らは状

況に応じて予約確保のために尽力するだ

けでなく、予約が不可能な場合には代替

案を示すなど、柔軟な対応で問題解決を

図っている。

　次に取り上げる制約条件は、駐車場の

予約である。表１のA氏によれば、同氏

は過去10年以上にわたって毎年、中国人

訪日客のツアーを白川郷ライトアップに

案内してきた。以前は図－２に示す展望台

にバス５台分ほどの駐車スペースが確保

されており、事前に予約すればバスで展

望台まで乗り入れることが可能であっ

た。しかし、展望台へ至る山道はすれ違

いが困難であったため、名古屋市のバス

会社は運行を嫌がり、やむを得ず高山ナ

ンバーのバス会社に依頼する必要があっ

たという。その場合、別途追加のバスを

手配せざるを得ず料金は高額になった

が、当時の客はその負担を受け入れてい

た。

　ところが現在では、入場が完全予約制

に移行したことに伴い、展望台の駐車場

も予約ができなくなっている。さらに、

図－２に示すせせらぎ公園の駐車場もラ

イトアップ時には予約がなければ利用が

困難となるため、駐車場を確保できなけ

ればそもそも旅程自体が成立しない状況

となっている。

　では、それでも客がライトアップを強

く希望する場合、添乗員はいかなる対応

を行うのか。A 氏は、「極寒のなかで約

３キロ歩くことを了承してもらえれば、

近隣の白川郷道の駅（図－２参照）に車を

停め、徒歩で白川郷に向かう」と述べて

いる。もちろん、添乗員自身も客ととも

に歩く必要があり、危険回避の観点から

も同行は欠かせない。そのため本音とし

ては避けたい対応であるが、実際には何

度もこの方法を取らざるを得なかったと

語っている。

　次に第三の制約条件として、ライトア

ップ鑑賞後の夕食と宿泊の問題を取り上

げる。宿泊先については、ほとんどの場

合、事前に高山市内または名古屋市内に

予約をしている。これは、10人以上の団

体では白川郷の民宿に宿泊することが難

しいうえ、中国人訪日客の多くが「のん

びり滞在したい」と考え、民宿よりもホ

テルや温泉旅館を好む傾向があるためで

ある。

　しかし、ライトアップが終了するのは

19時半であり、高山市内のホテルに戻る

のは21時頃となる。この時間にはホテル

のレストランはすでに閉店していること

が多く、高山市内の飲食店も20時半には

営業を終了している。食事対応について

表１の E 氏は、「前もってホテル側に特

別にお願いしている」と回答した。本来

は規定外の対応であるが、E 氏は「海外

からの旅行者に対してコンビニ弁当を提

供することは適当ではなく、寒冷な状況

であっても高山地域の名物料理を提供す

ることが望ましい」と考えている。また

同氏は「美しい景観と美味しい食事は旅

行の醍醐味であり、添乗員は “旅の監督”

として、その舞台をより華やかにする役

割を担っている」と強調している。

　一方、名古屋市内に宿泊する場合は事

情が異なる。表１のD氏によれば、中国

人訪日客の多くが名古屋市内のホテルを

選ぶ傾向にあるという。その理由は、繁

華街である栄や名古屋駅周辺には深夜ま

で営業している飲食店が多く、選択肢が

豊富だからである。ライトアップ終了後

に名古屋へ移動すると到着は22時～22時

半頃となるが、それでも食事場所を確保

できる利点がある。ただし、多くの客は

日本語に不慣れであるため、添乗員が食

事場所の手配や同行を求められる場面が

多い。さらに、翌日帰国する客から「最

後に買い物をしたい」といった要望が出

る場合もあり、添乗員は食事の同行に加

えて夜遅くまで買い物に付き合わざるを

得ないことも少なくない。

　次に、第四と第五の制約条件について

分析する。第四の制約条件は雪による高

速道路の封鎖、第五の制約条件は大雪時

にライトアップが見えなくなる点である

が、両者は同時に発生することが多いた

め、あわせて検討する。

　白川郷ライトアップは毎年１月・２月

に開催されるため、日本でも最も寒い時

期にあたる。当地では雪が降る日が多く、

大雪の場合は高速道路が封鎖されるリス

クも高い。社員添乗員は通常、事前に天

候を確認するが、最終的には直前まで道

路状況を見ながら判断する必要がある。

名古屋市内から白川郷までは高速道路利

用で約２時間半、一般道路の場合は約４

時間を要する。

　表１のF氏は、大雪時の白川郷ライト

アップ観光を「試練に近い」と表現して

いる。まずバス運転手を説得するところ

から始まるという。雪道では予測不能な

リスクもあり、運転手は運行を嫌がるこ

とが多い。高速道路封鎖が生じると走行

距離・運行料金が増加し、到着時間も不

確定となるため、旅程全体の調整が必要

になる。

　さらに、ライトアップに間に合ったと

しても第五の制約条件により、展望台に

到着しても大雪で何も見えない場合があ

る。表１の E 氏は、「４時間かけて到着

しても、展望台に上がると真っ白な景色

しか見えず、客にがっかりされたことが

ある」と語っている。

　さらに表１のG氏は、ライトアップ前

にホテル側と交渉して早めの夕食を手配
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し、H 氏は気温変化に備えて毛布やカイ

ロを準備、I 氏は軽食やお湯用ポットを

持参するなど、各添乗員は独自の工夫で

トラブルに備えている。

　白川郷ライトアップは、多様な制約条

件下で実施されており、時間・空間だけ

でなく天候や安全面にも配慮が必要であ

る。インタビュー結果から、社員添乗員

は現場での知識・経験・判断力を駆使し

て入場予約や駐車場確保、宿泊・食事手

配、雪による交通リスクへの対応などを

柔軟に行い、インバウンド訪日客の安全

と満足度を確保していることが明らかと

なった。このことから、社員添乗員が地

域観光におけるインバウンド対応の中心

的な役割を担っていることが明らかとな

り、今後の観光運営においては、その専

門性の重要性を再認識し、より一層重視

していくことが求められる。

５．まとめ

　本稿は、岐阜県白川郷ライトアップ観

光という高い制約条件を伴う地域イベン

トを事例として、中国人訪日客を案内す

る社員添乗員がいかなる判断様式と対応

行動によって観光体験の成立を支えてい

るのかを実証的に検討したものである。

交通規制、入場制限、厳密な時間管理、

気象条件といった複合的制約が重層的に

作用する白川郷ライトアップにおいて、

社員添乗員が果たす役割に焦点を当て、

インタビュー調査に基づく分析を行っ

た。

　その結果、社員添乗員の対応は、個別

的・偶発的な工夫の集積ではなく、入場

予約、駐車場確保、宿泊・食事手配、気

象条件や交通規制といった複数の制約条

件に共通して観察される、一定の判断様

式と対応パターンに基づいていることが

明らかとなった。社員添乗員は、多様な

制約条件に直面した際、それらを回避あ

るいは否定するのではなく、前提条件と

して受け入れたうえで、観光体験が成立

しうる選択肢を現場レベルで調整・拡張

する判断を行っている。この判断様式は、

制約下において観光の実現可能性を最大

化しようとする実務的合理性に基づくも

のであり、寒冷地における夜間イベント

という特殊な環境下において、訪日客の

安全と満足度を確保するうえで重要な機

能を果たしている。

　また、この判断様式に基づく具体的な

行動として、代替案の提示、準備作業の

前倒し、関係機関や宿泊施設との事前調

整、現地での柔軟なスケジュール変更と

いった対応パターンが、複数の事例にお

いて反復的に確認された。これらの行動

は、制度設計や観光計画の想定を超えて

生じる現場の不確実性を吸収し、観光客

の期待と地域側の制約条件との間に生じ

る摩擦を緩和する役割を果たしている。

　以上の分析から、社員添乗員は単なる

旅程管理者やサービス提供者にとどまら

ず、観光客と地域の間に位置し、双方が

直面する制約条件を調整しながら、観光

体験が成立するための条件を現場で構築

する存在として位置づけられる。本研究

では、このような社員添乗員の役割を、

「制約条件を調整・解決する主体」として

捉えた。この位置づけは、インタビュー

調査によって確認された複数の対応事例

を、判断様式および対応パターンの観点

から整理・抽象化することで導出された

ものである。

　とりわけ、言語能力や地域情報への理

解が十分でない中国人訪日客にとって、

社員添乗員の存在は、観光資源の魅力を

十分に享受するための不可欠な媒介であ

る。添乗員の介在によって、本来は地域

住民向けに始まった白川郷ライトアップ

イベントが、インバウンド観光資源とし

て再構築され、地域社会と外国人訪日客

とを結びつける機能を果たしている点

は、観光実務における添乗員の存在価値

を再評価する必要性を示している。

　白川郷ライトアップ観光は、時間的・

空間的制約に加え、自然条件の影響を強

く受ける観光イベントであり、その運営

は現場対応に大きく依存している。本研

究は、その現場において社員添乗員が果

たしている役割の具体像と構造を明らか

にすることで、インバウンド観光におけ

る人的調整機能の重要性を示した点に意

義がある。この知見は、今後の観光運営

や人材育成、さらには政策的・制度的支

援のあり方を検討するうえで、有益な示

唆を与えるものである。

　なお、本研究の分析結果は、白川郷ラ

イトアップという特定の条件下で実施さ

れる観光イベントを対象としたものであ

り、その妥当性の射程は当該事例に限定

される。他地域や異なる類型の観光イベ

ントへの一般化については、慎重な検討

が必要である。

　今後は、他地域におけるイベントや異

なる観光形態との比較分析を通じて、社

員添乗員の役割や媒介機能をより広い文

脈で検討していくことが課題となる。加

えて、デジタル技術の活用や地域主体と

の協働による制約条件への対応方策を併

せて検討することで、地域インバウンド

観光の質的向上に資する理論的・実務的

知見の深化が期待される。
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